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審決 

 

不服２０２０－１５１７０ 

 

（省略） 

請求人 ショット アクチエンゲゼルシャフト 

 

（省略） 

代理人弁理士 アインゼル・フェリックス＝ラインハルト 

 

（省略） 

代理人弁理士 前川 純一 

 

（省略） 

代理人弁理士 永島 秀郎 

 

（省略） 

代理人弁理士 二宮 浩康 

 

（省略） 

代理人弁理士 上島 類 

 

 

 特願２０１７－１２３３４４号「気密封止されたＬＥＤ灯、及び、気密封止

されたＬＥＤ灯の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成２９年９月１４日出

願公開、特開２０１７－１６２８４３号〕について、次のとおり審決する。 

 

結論 

 本件審判の請求は、成り立たない。 

 

理由 

第１ 手続の経緯 

 本願は、平成２８年３月４日（パリ条約による優先権主張 ２０１５年３月

６日、２０１５年３月１０日、いずれもドイツ（ＤＥ））を出願日とする特願

２０１６－４２３３１号（以下「原出願」という。）の一部を平成２９年６月

２３日に新たな特許出願としたものであって、令和１年１２月２０日付けで拒

絶理由が通知され、令和２年４月７日に意見書及び手続補正書が提出され、同

年６月２４日付けで拒絶査定（以下「原査定」という。）がされ、同年１０月

３０日に拒絶査定不服審判が請求されると同時に手続補正書が提出されたもの

である。 

 

第２ 令和２年１０月３０日付けの手続補正についての補正の却下の決定 

［補正の却下の決定の結論］ 
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 令和２年１０月３０日付けの手続補正を却下する。 

 

［理由］ 

１ 補正の内容 

 令和２年１０月３０日付けの手続補正（以下「本件補正」という。）は、特

許請求の範囲を補正するものであって、請求項４について補正前後の記載を補

正箇所に下線を付して示すと以下のとおりである。 

 

（１）補正前の請求項４ 

「【請求項４】 

 気密封止されたＬＥＤ灯であって、 

 セラミックからなるベースと、前記ベース上の少なくとも１つのＬＥＤと、

少なくとも１つの窓を有し且つ前記ベースに金属はんだではんだ付けされた少

なくとも１つの金属キャップと、を含み、 

 前記金属はんだは、金錫はんだである、 

気密封止されたＬＥＤ灯。」 

 

（２）補正後の請求項４ 

「【請求項４】 

 気密封止されたオートクレーブ可能なＬＥＤ灯であって、 

 セラミックからなるベースと、前記ベース上の少なくとも１つのＬＥＤと、

少なくとも１つの窓を有し且つ前記ベースに金属はんだではんだ付けされた少

なくとも１つの金属キャップと、を含み、 

 前記金属はんだは、金錫はんだであり、 

 前記金属キャップは、ステンレス鋼から形成されている、 

気密封止されたＬＥＤ灯。」 

 

２ 補正の適否 

２－１ 補正の目的 

 本件補正に係る請求項４の補正は、補正前の請求項４に記載された「ＬＥＤ

灯」について、「オートクレーブ可能な」構成であることの限定を付し、さら

に、「金属キャップ」について、「ステンレス鋼から形成されている」との限

定を付すものであって、補正前の請求項４に記載された発明と補正後の請求項

４に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であ

るから、特許法第１７条の２第５項第２号に掲げられた特許請求の範囲の減縮

を目的とするものに該当する。 

 そこで、本件補正後の請求項４に記載された事項により特定される発明（以

下「本願補正発明」という。）が、同条第６項において準用する同法第１２６

条第７項の規定に適合するか（特許出願の際独立して特許を受けることができ

るものであるか）について、以下検討する。 

 

２－２ 独立特許要件 
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（１）引用文献の記載事項等 

（１－１）引用文献１の記載事項等 

（１－１－１）引用文献１の記載事項 

 原査定の拒絶の理由に引用文献１として引用され、本願の原出願の優先日前

に頒布された特表２０１４－５２０６４０号公報（以下「引用文献１」とい

う。）には、以下の事項が記載されている（下線は当審で付した。以下同

様。）。 

（１ａ） 

「【０００１】 

 本発明は、医療用の、特に歯科医療用の器具用の、特にこれらの器具の器具

ヘッド用の照明手段であって、電磁線、特に、可視波長領域の光線を放射する

ための少なくとも一つの半導体エレメントを有している。 

【背景技術】 

【０００２】 

 医療用の、特に歯科医療用の器具用の照明手段は、例えば、実用新案 DE 20 

2005 020 763 U1 から既知である。該照明手段は、光を照射する窓を備えた金属

製キャップと該金属製キャップと溶接された金属製ソケットを包含し、キャッ

プとソケットからカプセル化された内部空間を構成している。この内部空間内

に、該ソケット上に固定された、光を発生させるための光学的半導体エレメン

ト(LED)が設けられている。二本の金属製の電気コンタクトが、ソケットを貫

通し、光学的半導体エレメントと、エネルギー供給手段として接続されている。

双方のコンタクトは、ソケット部分では、ガラスシールされている。このよう

な照明手段の構造は、実績があり、カプセル化された内部空間に取り入れられ

た光学的半導体エレメントは、例えば、滅菌器内での器具の洗浄など腐食性の

高い環境条件や汚れから保護されている。しかしながらカプセル化することに

より照明手段が大きくなり、器具に、或いは、器具内に照明手段のために必要

な空間が増してしまう。 

・・・ 

【００６０】 

 好ましくは、少なくとも一つの半導体エレメント、照明手段のボディ内の、

特に好ましくは、密封状態のチャンバー内に配置されることが好ましい。尚、

該チャンバーは、粒子、及び/或いは、水蒸気、及び/或いは、流体が該チャン

バー内へ滲入しないように密封状態であることが好ましい。特に、該チャンバ

ーは、それが、幾度にもわたって洗浄工程、或いは、滅菌行程に耐え、即ち、

該行程において使用される、例えば、洗剤や水蒸気などのメディアが該チャン

バー内に滲入しないように密封状態とされることが好ましい。また、チャンバ

ーの少なくとも一部、或いは、チャンバーの内部空間を取り巻くチャンバー壁

は、半導体エレメントから照射される電磁線に対して透明、及び/或いは、該電

磁線を導くマテリアルから構成されていることが好ましい。 

・・・ 

【００７３】 

 図 1 と図 9 に示されている医療用の、特に歯科医療用の器具 1 は、一端が、
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例えば、制御手段、駆動ユニット、エネルギー源、及び/或いは、流体源、特に

好ましくは、水源、及び/或いは、圧縮空気源と脱着自在に接続される接続部

24 を有する細長い、パイプ状の器具 1、或いは、ハンドピースとして構成され

ている。該器具 1 は、湾曲した、或いは、互いに角度を持って合わせられた二

つの部分を包含するグリップ部 25 と、これに続く器具ヘッド 2 を包含してい

る。器具ヘッド 2 には、これを介して処置箇所に作用するための工具 4 が、器

具ヘッド 2 に対して脱着自在に接続できる工具用開口部 26 が設けられている。

該器具ヘッド 2 内には、例えば、クランプなど、これを介して工具 4 を脱着自

在に器具ヘッド 2 に固定する脱着自在な工具保持手段 28 が配置されている。

該工具用開口部 26 は、工具 4 が、グリップ部 25 に角度を持って、或いは、そ

の縦軸が、器具ヘッド 2 から突出するように器具ヘッド 2 の側方に配置されて

いる。該工具用開口部 26 の反対側の器具ヘッド 2 の末端には、器具ヘッド 2

内の工具取外手段 29 に作用し、工具 4 を器具ヘッド 2、或いは、工具保持手段

28 からアンロックするためのプッシュボタン 27 が設けられている。当然のこ

とながら、器具 1 は、他の既知の形状、例えば、ピストル型、或いは、ストレ

ート・タイプであってもよい。 

・・・ 

【００７５】 

 器具ヘッド 2、特に好ましくは、器具ヘッド 2 の工具用開口部 26 側の末端に

は、照明手段 3, 3A が設けられている。該照明手段 3, 3A は特に好ましくは、

工具用開口部 26 の周りに配置されている、或いは、そのリングを囲んでおり、

該照明手段 3, 3A は、リング・ライトとして構成されている。 

・・・ 

【００７７】 

 照明手段 3 の該ボディ 6 は、特に好ましくは、中央に、穿孔、或いは、取付

部、或いは、開口部 5 を有している。該開口部 5 は、面/高さを揃えた状態で工

具用開口部 26 とつながれている、或いは、該工具用開口部 26 を取り巻いてい

る。そして該取付部、或いは開口部 5 内には、工具 4 を取付けることができる、

或いは、該取付部、或いは開口部 5 を通して、器具ヘッド 2 内に工具 4 を差込

める、或いは、取り外すことができる。図 2 からも明らかなように、穿孔、或

いは、開口部 5 は、シリンダー状に構成されていることができる。 

【００７８】 

 該ボディ 6 には、或いは、その中には、電磁線、特に好ましくは、可視領域

の電磁線(可視光線)を放射するように構成された半導体エレメント 7 が設けら

れている。該半導体エレメント 7 は、例えば、発光ダイオード(LED)、或いは、

ダイスとして実施されている。該半導体エレメント 7 で発生された電磁線の少

なくとも一部は、照明手段 3 の照明手段の光線アウトプット末端 9 側にある、

或いは、照明手段 3 の表面にある一枚、或いは、複数の光伝導性の、特に好ま

しくは、透明な光線アウトプット面、或いは、電磁線アウトプット面 8 を介し

て照射される。 

・・・ 

【００８４】 
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 特に図 4 から明らかなように、少なくとも一つの半導体エレメント 7 は、特

に好ましくは密封状態の、チャンバー22 内に収められている。複数の半導体エ

レメント 7 が存在する場合は、好ましくは、各々独立したチャンバー22 が設け

られ、特に好ましくは、各チャンバー22 には、それぞれ一つの半導体エレメン

ト 7 が収められている(図 5 参照)。該チャンバー22 は、該半導体エレメント 7

を、汚れ、特に、粒子、流体、ガス、蒸気として存在する不純物から保護して

いる。 

【００８５】 

 該チャンバー22 は、ボディ 6 のマントル面 12 内に配置されている。該チャ

ンバー22、或いは、チャンバー22 の内壁は、好ましくは、照明手段 3 のボディ

6 が構成されている複数の層 18,19 から構成されている。 

・・・ 

【００８７】 

 該照明手段 3 は更に、少なくとも一つの、半導体エレメント 7 から照射され

た電磁線が、照明手段 3 の電磁線アウトプット末端 9 の、及び/或いは、光線、

乃至、光線アウトプット面 8 の方向へ導くように配置された光学的電磁線導体

21 を有している。複数の半導体エレメント 7 が設けられている場合は、電磁線

導体 21 も複数設けられてもよく、好ましくは、各半導体エレメント 7 に、そ

れぞれ一本の電磁線導体 21 が帰属される。該電磁線導体 21 は、二つの末端

21A,21B を有しているが、第一末端 21A は、半導体エレメント 7 の方向を向い

ている。該第一末端 21A は、チャンバー22 に接続、或いは、チャンバー22 の

境界の一部を形成、特に好ましくは、チャンバー22 の境界壁の一部を成してい

る。該電磁線導体 21 の第二末端 21B は、電磁線アウトプット末端 9 の方向を

向いている、或いは、照明手段 3 の光線、乃至、電磁線アウトプット面の少な

くとも一部を成している。電磁線導体 21 は、例えば、シリンダー、ロッド(図

4 参照)、或いは、薄いディスク(図 6 参照)として形成されている。該電磁線導

体 21 は、特に、照明手段 3 の穿孔内、或いは、照明手段 3 のある一層 18,19 内

に、例えば、融かして流し込むことにより、収められていることが好ましい。

該電磁線導体 21 は、例えば、ガラス・エレメント、ガラスファイバー束エレ

メント、合成樹脂エレメント、或いは、プラスチック・エレメントとして形成

されている。 

【００８８】 

 特に図 3,4,6 と 7 は、照明手段 3,3A と 3B、或いは、ボディ 6 が、複数の層

18,19 から構成されていることを示している。該層 18,19 は、好ましくは、例え

ば、溶接、ハンダ付け、溶融、或いは、接着により、互いに固くつながれてい

る。 

【００８９】 

 図 3 と図 4 の照明手段 3 は、好ましくはその中に、少なくとも一つの半導体

エレメント 7 への供給のための電気的導体 17(図 5 参照)が配置されている、第

一セラミック層 18 を有している。尚、電気的導体 17 を電気的エネルギー源と

接続している電気的コンタクト 17A,17B も、該セラミック層 18 内に設けられ

ていることが好ましい。該セラミック層 18 は、例えば、円形、環状、或いは、
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リング状に形成されている。 

【００９０】 

 該セラミック層 18 には、その中にチャンバー22 の少なくとも一部を形成し

ている少なくとも一つの穿孔が形成されている第二セラミック層 18A がつなが

れている。即ち、穿孔の壁が、チャンバー22 の内壁の一部を形成している。そ

してこれに、第三の金属層 19 がつながれている。該金属層 19 には、好ましく

は、器具ヘッド 2 に照明手段 3 を支持させるための、及び/或いは、固定するた

めの少なくとも一つのエレメント 34、例えば、ストッパ部、突起部、切欠き、

突出部、ネジ、或いは、これらに類するものが設けられている。該金属層 19

は、電磁線アウトプット末端 9、或いは、そこに光線、乃至、電磁線アウトプ

ット面 8 が設けられている照明手段 3 の表面も形成している。」 

 

（１ｂ）引用文献１には、以下の図が示されている。 
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（１－１－２）認定事項 

 引用文献１の摘示（１ａ）（１ｂ）より、以下の事項を認定することができ

る。 

ア 歯科医療用の器具 1 における照明手段 3 であって、 

 器具 1 は、グリップ部 25 と、これに続く器具ヘッド 2 を包含しており、 

 器具ヘッド 2 の工具用開口部 26 側の末端に、照明手段 3 が設けられている

こと（段落【０００１】【００７３】、【００７５】） 

イ 照明手段 3 のボディ 6 には、半導体エレメント 7 が設けられ、半導体エレ

メント 7 は、発光ダイオード(LED)として構成されていること（段落【００７

７】、【００７８】） 

ウ 半導体エレメント 7 は、密封状態の、チャンバー22 内に収められており、

チャンバー22 は、半導体エレメント 7 を、粒子、流体、ガス、蒸気として存在

する不純物から保護すること（段落【００８４】） 

エ チャンバー22 は、ボディ 6 のマントル面 12 内に配置されており、チャンバ

ー22、或いは、チャンバー22 の内壁は、照明手段 3 のボディ 6 が構成されてい

る複数の層 18,19 から構成されていること（段落【００８５】） 

オ 層 18,19 は、ハンダ付けにより、互いに固くつながれており、 

 層 18 は、第一セラミック層 18 として構成され、 

 層 19 は、第三の金属層 19 として構成され、 

 第一セラミック層 18 には、その中にチャンバー22 の少なくとも一部を形成

している少なくとも一つの穿孔が形成されている第二セラミック層 18A がつな

がれており、穿孔の壁が、チャンバー22 の内壁の一部を形成しており、第二セ

ラミック層 18A に、第三の金属層 19 がつながれていること（段落【００８８】

〜【００９０】） 

カ 照明手段 3 は更に、光学的電磁線導体 21 を有し、電磁線導体 21 は、二つ

の末端 21A,21B を有し、第一末端 21A は、チャンバー22 の境界の一部を形成

し、電磁線導体 21 の第二末端 21B は、電磁線アウトプット面 8 の少なくとも

一部を成し、電磁線導体 21 は、ガラス・エレメントとして形成されているこ

と（段落【００８７】） 

 

（１－１－３）引用文献１に記載された発明 

 以上によれば、引用文献１には、 

「歯科医療用の器具 1 における照明手段 3 であって、 

 器具 1 は、グリップ部 25 と、これに続く器具ヘッド 2 を包含しており、 

 器具ヘッド 2 の工具用開口部 26 側の末端に、照明手段 3 が設けられており、 

 照明手段 3 のボディ 6 には、半導体エレメント 7 が設けられ、半導体エレメ

ント 7 は、発光ダイオード(LED)として構成され、 

 半導体エレメント 7 は、密封状態の、チャンバー22 内に収められており、チ

ャンバー22 は、半導体エレメント 7 を、粒子、流体、ガス、蒸気として存在す

る不純物から保護し、 

 チャンバー22 は、ボディ 6 のマントル面 12 内に配置されており、チャンバ

ー22、或いは、チャンバー22 の内壁は、照明手段 3 のボディ 6 が構成されてい
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る複数の層 18,19 から構成されており、 

 層 18,19 は、ハンダ付けにより、互いに固くつながれており、 

 層 18 は、第一セラミック層 18 として構成され、 

 層 19 は、第三の金属層 19 として構成され、 

 第一セラミック層 18 には、その中にチャンバー22 の少なくとも一部を形成

している少なくとも一つの穿孔が形成されている第二セラミック層 18A がつな

がれており、穿孔の壁が、チャンバー22 の内壁の一部を形成しており、第二セ

ラミック層 18A に、第三の金属層 19 がつながれており、 

 照明手段 3 は更に、光学的電磁線導体 21 を有し、電磁線導体 21 は、二つの

末端 21A,21B を有し、第一末端 21A は、チャンバー22 の境界の一部を形成し、

電磁線導体 21 の第二末端 21B は、電磁線アウトプット面 8 の少なくとも一部

を成し、電磁線導体 21 は、ガラス・エレメントとして形成されている、 

 歯科医療用の器具 1 における照明手段 3。」の発明（以下「引用発明」とい

う。）が記載されていると認められる。 

 

（１－２）引用文献２の記載事項 

 当審で新たに引用する、本願の原出願の優先日前に頒布された特開２０１５

－３０２５号公報（以下「引用文献２」という。）には、以下の事項が記載さ

れている。 

（２ａ）「【０００２】 

 本発明は、照明または光デバイスに関し、より具体的には、口腔および歯科

用途に用いられ、歯科用途における光硬化性化合物を照明し、硬化させるため

に光を提供する照明デバイスに関する。 

・・・ 

【０００５】 

 そのような歯科用ライトに関連する別の問題は、それらの滅菌である。理解

され得るように、歯科用ライトの先端は、一般に、患者の口または口のどこか

の部分に近接され、または実際に接触される。したがって、光デバイスの先端

は、様々な細菌およびバクテリアに曝される。したがって、患者間の細菌また

は感染の伝播を防止するために、歯科用器具は、しばしば、非常に高い温度で

オートクレーブ処理されることなどによって、滅菌される。歯科用ライトの光

エンジンを動作先端に近づけるために、提案およびいくつかの試みが、当該技

術分野で行われているが、そのような試みは、滅菌の問題に徹底的には対処し

ていない。例えば、オートクレーブ処理が達成される温度は、LED アレイ中の

発光素子などの光エンジンに潜在的に有害である。したがって、滅菌の問題は、

歯科用硬化ライトなどの既存の歯科用ライトによって十分に対処されていない。 

・・・ 

【００１１】 

 図 1 は、本発明の光デバイス 10 の一実施形態を示す。光デバイス 10 の一実

施形態は、硬化のために使用され得るが、照明、歯のホワイトニング、または

他の治療用途などの他の用途も期待される。したがって、本発明は、例示的な

実施形態のための本明細書で説明する特定の用途に限定されない。硬化デバイ
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ス 10 は、ハウジング 12、および、ハウジング 12 に取り外し可能に結合される

先端構造体 14 を含む。本発明の一態様によれば、以下にさらに説明するよう

に、先端構造体 14 は、デバイス全体から別々にオートクレーブ処理され得る

ように、取り外され得る。デバイス 10 は、デバイス 10 を制御するためのボタ

ン、スイッチ、または他の適切な手動制御部を含むことができる外部制御部 18

を有する適切な制御電子機器 16(図 2 参照)も含む。表示デバイス 20 も利用され

得、表示デバイス 20 は、デバイス 10 の動作の視覚的表示を提供するためのス

クリーン、個々の光素子、または他のグラフィカル要素を含むことができる。

例えば、デバイスの動作モードおよび設定、選択可能な硬化時間、残りの硬化

時間、充電または電力状態、ならびに、診断グラフィックスは、また、視覚的

ディスプレイ 20 を利用して示され得る。先端構造体 14 は、ハウジング 12 に

取り外し可能に結合される近位端部 22、および、本発明による、光硬化性化合

物を硬化させるための、患者の口内に配置される遠位端部 24 を含む。ハウジ

ング 12 のベース 26 は、デバイス 10 の電源回路 28(図 2 参照)の再充電可能な内

部要素を充電するための、図 1A に示すような、充電ベースまたはブロック 27

の形態の AC または DC 電源などの適切な外部電源に結合され得る。ベース 26

は、また、独立型のテーブル取り付けベース、壁、ポール、もしくは椅子に取

り付けるための取り付け構造体などの適切な構造体内に適合するように構成さ

れ得、または、硬化デバイス 10 を保持し、充電するための歯科用椅子の一部

に組み込まれ得る。 

・・・ 

【００１４】 

 先端構造体 14 は、先端構造体内を近位端部 22 から遠位端部 24 まで延在す

るヒートシンク構造体または要素 32 を含む。本発明の一実施形態では、図 2

および図 2A に示すように、ヒートシンク 32 は、硬化光デバイスからの熱の適

切な熱伝達のために、ハウジング 12 と係合するように先端構造体 14 の近位端

部 22 を越えて延在する。ヒートシンクは、金属(例えば、銅)またはアルミニウ

ムなどの適切な熱伝導または熱伝導性材料から作られ得る。代替的に、熱分解

グラファイトシート(PGS(登録商標))などの高熱伝導性材料が、ヒートシンク 32

のために使用され得る。一実施形態では、ヒートシンク 32 は、先端構造体 14

の内部に位置決めするために適切な形状で形成された細長い銅管である。適切

な断熱材 34 が、ヒートシンク 32 を取り囲む。先端構造体 14 は、本体 36 を含

み、本体 36 は、先端構造体の要素を収容し、以下にさらに説明するように、

その近位および遠位端部 22 および 24 において適切にシールされる。本体 36

は、本発明の一態様によるオートクレーブ処理可能な材料から作られる。上述

したように、患者の口の内、またはその上、またはそれに近接して使用または

挿入されるものなどの、特定の再使用可能な歯科用要素を滅菌することが望ま

しい。過去の硬化光デバイスは、歯科専門家によって望まれる程度にオートク

レーブ処理可能ではなかった。本発明は、121℃を超えるような高温オートク

レーブ処理に耐えることができ、したがって、内部の発光デバイスまたはエン

ジンを含む先端構造体全体も同様にオートクレーブ処理可能にするオートクレ

ーブ処理可能な材料から作られたシール本体 36 内に封入された先端構造体を
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提供する。 

【００１５】 

 本発明の一実施形態では、オートクレーブ処理可能な本体 36 は、ステンレ

ス鋼などの適切な材料から作られる。代替的に、本体 36 は、オートクレーブ

処理に関連する温度に耐えることができるセラミック、ガラス、または磁器材

料から形成され得る。一般的に、本体 36 は、ヒートシンク 32 および断熱材 34

と共に適切な形状に形成されることになる。例えば、ヒートシンク 32 および

断熱材 34 が形成され得、次いで、本体 36 が、セラミック、ガラス磁器、ポリ

マー、または他のオートクレーブ処理可能な材料でコーティングすることによ

って形成され得る。図に示す実施形態では、先端構造体 14 は、患者の口など

の硬化部位における操作から適切に湾曲し、したがって、本体 36 は、同様に

湾曲状に形成される。」 

 

（１－３）引用文献３の記載事項 

 原査定の拒絶の理由に引用文献２として引用され、本願の原出願の優先日前

に頒布された特開２００７－２６６５６８号公報（以下「引用文献３」とい

う。）には、以下の事項が記載されている。 

（３ａ）「【０００１】 

 本発明は、発光素子や受光素子のような半導体素子を搭載する支持体および

それを利用した半導体装置、特に、高出力および高輝度の半導体発光素子が搭

載され、耐熱性、放熱性および信頼性に優れる半導体装置に関する。 

・・・ 

【００５６】 

 このようなセラミックスを材料とする絶縁性基板同士あるいは導電性の板材

との接合材として、ＡｕとＡｇとからなる鑞材、あるいは共晶半田（Ａｕ－Ｓ

ｎ、Ａｇ－Ｓｎ、Ｂｉ－Ｓｎ、Ｚｎ－Ｓｎ、Ｃｕ－Ｓｎ、Ｉｎ－Ｓｎ、Ｐｂ－

Ｓｎ）を挙げることができる。 

【００５７】 

 半導体素子あるいは半導体素子がフリップチップ実装されたサブマウントは、

接着材により支持体に固定される。この接着材の材料は、例えば、エポキシ樹

脂、シリコーン樹脂、アクリル樹脂あるいはイミド樹脂などの熱硬化性樹脂や、

ＡｕとＡｇとからなる鑞材、あるいは共晶半田（Ａｕ－Ｓｎ、Ａｇ－Ｓｎ、Ｂ

ｉ－Ｓｎ、Ｚｎ－Ｓｎ、Ｃｕ－Ｓｎ、Ｉｎ－Ｓｎ、Ｐｂ－Ｓｎ）を挙げること

ができる。また、接着材として、金属粒子を含有する導電性ペースト、例えば、

Ａｇペースト、カーボンペースト、ＩＴＯペースト、Ａｕバンプなどを好適に

選択することができる。このような導電性ペーストを接着材とすることにより、

半導体素子を固定させると共に支持体内の電極と電気的に接続させることがで

きる。また、共晶半田や導電性ペーストを接着材とすることにより、半導体素

子やサブマウントからの放熱性を向上させることができる。」 

 

（１－４）引用文献４の記載事項 

 当審で新たに引用する、本願の原出願の優先日前に頒布された特開２００６
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－２２３７６３号公報（以下「引用文献４」という。）には、以下の事項が記

載されている。 

（４ａ）「【０００１】 

 本発明は、挿入部の先端部に光学系を備える内視鏡に関する。 

・・・ 

【００２４】 

 図１に示すように、内視鏡１は、体腔内に挿入される細長の挿入部２と、こ

の挿入部２の基端側に設けられた操作部３と、この操作部３から延出されるコ

ネクタコード（あるいはユニバーサルコード）４と、を備えている。 

・・・ 

【００３１】 

 図２に示すように、挿入部２の先端部５の先端面２１には、被検部位の光学

像を後述するＣＣＤ３５に結像するための観察光学系２２における第１レンズ

２２ａと、被検部位を照明する照明光学系２４の先端部分を覆うカバーレンズ

２５と、前記鉗子挿入口９に連通する鉗子チャンネル２６の出口側の開口部と

なる鉗子口２７と、が露呈している。 

【００３２】 

 図３および図４に示すように、先端部５は、硬質な素材、例えば金属により

略円柱形状に形成された先端部本体３１を備えており、この先端部本体３１の

内部には、観察光学系２２を配置するための挿入方向に沿った透孔３１ａと、

鉗子チャンネル２６を配置するための同挿入方向に沿った透孔３１ｂと、照明

光学系２４を配置するための同挿入方向に沿った透孔３１ｃと、が形成されて

いる。 

・・・ 

【００３９】 

 上述したような先端部本体３１の先端側には、先端部カバー３２が例えば接

着等により取り付けられている。この先端部カバー３２は、オートクレーブ耐

性に優れた絶縁性の樹脂を素材として形成されており、具体的な素材名として

は、例えば、ポリフェニルサルフォン、ポリサルフォン等が挙げられる。 

・・・ 

【００４２】 

 次に、図５を参照して、照明光学系２４のカバーレンズ２５と、先端部本体

３１と、先端部カバー３２と、の接続構造について説明する。 

【００４３】 

 カバーレンズ２５は、上述したように枠部材５１を介して、先端部カバー３

２に取り付けられるようになっている。 

・・・ 

【００４６】 

 そして、カバーレンズ２５と枠部材５１とは、半田５２を用いて、水密かつ

気密となるように接合されている。ここに、半田５２としては、金錫半田（例

えば、Ａｕ８０－Ｓｎ２０、あるいはＡｕ１０－Ｓｎ９０など）を用いている。

こうして、鉛を使用していない半田を用いることにより、環境等に配慮した構
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成となっている。そして、半田５２は、カバーレンズ２５の外周面と枠部材５

１の内周面とに形成された金属被膜の作用により、全周面に渡ってほぼ均一に

流れ、カバーレンズ２５の外周面の全面を、枠部材５１の内周面に対して接合

する。このような半田５２の均一性、およびカバーレンズ２５の全外周面にお

ける接合により、カバーレンズ２５は、不均一な接合の場合や外周面の部分的

な接合の場合に発生し得るような不均一な応力を受けることはなくなる。これ

により、従来は、カバーレンズ２５を構成する硝材として、強度や配光などの

観点から、例えば応力に対する歪みや割れが発生しにくい硝材を選択しなけれ

ばならなかったのに比して、より広範囲の硝材を選択することが可能となる。

従って、コストを削減したり、光学性能の向上を図ったり、軽量化を図ったり

することができる。」 

 

（２）対比 

 本願補正発明と引用発明とを対比する。 

ア 引用発明において「照明手段 3 のボディ 6 には、半導体エレメント 7 が設

けられ、半導体エレメント 7 は、発光ダイオード(LED)として構成され」るこ

とから、上記「照明手段 3」は、ＬＥＤ灯と位置づけ得るものである。 

 また、引用発明において、「半導体エレメント 7 は、密封状態の、チャンバ

ー22 内に収められており、チャンバー22 は、半導体エレメント 7 を、粒子、

流体、ガス、蒸気として存在する不純物から保護」するように構成されている

から、上記「照明手段３」は、気密封止された構造ということができる。 

 したがって、引用発明の上記「照明手段 3」と、本願補正発明の「気密封止

されたオートクレーブ可能なＬＥＤ灯」とは、「気密封止されたＬＥＤ灯」の

点で共通するものといえる。 

イ 引用発明は、「チャンバー22 は、ボディ 6 のマントル面 12 内に配置されて

おり、チャンバー22、或いは、チャンバー22 の内壁は、照明手段 3 のボディ 6

が構成されている複数の層 18,19 から構成されており」、「層 18 は、第一セラ

ミック層 18 として構成され」、「第一セラミック層 18 には、その中にチャン

バー22 の少なくとも一部を形成している少なくとも一つの穿孔が形成されてい

る第二セラミック層 18A がつながれており、穿孔の壁が、チャンバー22 の内

壁の一部を形成して」いるから、上記「第一セラミック層 18」及び「第二セラ

ミック層 18A」は、それらが一体となって、「照明装置 3」構成上の、セラミ

ックからなるベースと位置づけ得るものである。 

 したがって、引用発明の上記「第一セラミック層 18」及び「第二セラミック

層 18A」は、本願補正発明の「セラミックからなるベース」に相当する。ウ 

引用発明は、「照明手段 3 のボディ 6 には、半導体エレメント 7 が設けられ、

半導体エレメント 7 は、発光ダイオード(LED)として構成され」るものである

ところ、上記「半導体エレメント 7」は、引用文献１の図４（摘示（１ｂ））

に示されるとおり、「チャンバー22、或いは、チャンバー22 の内壁」を構成す

る「第一セラミック層 18」に対して実装状態で配置されるものであって、上記

「第一セラミック層 18」上に配置されたものということもできるから、上記イ

をも踏まえると、本願補正発明の「前記ベース上の少なくとも１つのＬＥＤ」
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に相当するものといえる。 

エ 引用発明は、「第一セラミック層 18 には、その中にチャンバー22 の少なく

とも一部を形成している少なくとも一つの穿孔が形成されている第二セラミッ

ク層 18A がつながれており、穿孔の壁が、チャンバー22 の内壁の一部を形成

しており、第二セラミック層 18A に、第三の金属層 19 がつながれて」構成さ

れるものであって、「照明手段 3 は更に、光学的電磁線導体 21 を有し、電磁

線導体 21 は、二つの末端 21A,21B を有し、第一末端 21A は、チャンバー22 の

境界の一部を形成し、電磁線導体 21 の第二末端 21B は、電磁線アウトプット

面 8 の少なくとも一部を成し、電磁線導体 21 は、ガラス・エレメントとして

形成されている」ことから、上記「第三の金属層 19」には、「第一末端 21A」

及び「第二末端 21B」を有する「電磁線導体 21」が設けられていることが明ら

かである。 

 また、上記「電磁線導体 21」は、「ガラス・エレメントとして形成されて」

おり、上記「第二末端 21B」は、「電磁線アウトプット面 8 の少なくとも一部

を成」すものであるから、上記「第三の金属層 19」に設けられた「電磁線導体

21」が、窓として機能することも技術的に明らかである。 

 さらに、引用発明は、「第二セラミック層 18A に、第三の金属層 19 がつな

がれて」構成されるものであるから、上記「第三の金属層 19」は、その配設構

造等に照らして、金属キャップと位置づけ得るものである。 

したがって、引用発明の上記「第三の金属層 19」と本願補正発明の「少なくと

も１つの窓を有し且つ前記ベースに金属はんだではんだ付けされた少なくとも

１つの金属キャップ」とは、「少なくとも１つの窓を有」する「少なくとも１

つの金属キャップ」の点で共通するものといえる。 

 

 以上によれば、本願補正発明と引用発明とは、 

「気密封止されたＬＥＤ灯であって、 

 セラミックからなるベースと、前記ベース上の少なくとも１つのＬＥＤと、

少なくとも１つの窓を有する少なくとも１つの金属キャップと、を含む、気密

封止されたＬＥＤ灯。」の点で一致し、以下の点で相違している。 

 

＜相違点１＞ 

「ＬＥＤ灯」について、本願補正発明は、「オートクレーブ可能な」構成であ

るのに対し、引用発明は、そのように特定されていない点。 

＜相違点２＞ 

 本願補正発明は、金属キャップが、「ステンレス鋼から形成されている」と

ともに「前記ベースに金属はんだではんだ付けされた」ものであって、「前記

金属はんだは、金錫はんだであ」るのに対し、引用発明は、金属キャップ（第

三の金属層 19）の金属素材について明らかでなく、「層 18,19 は、ハンダ付け

により、互いに固くつながれており、層 18 は、第一セラミック層 18 として構

成され、層 19 は、第三の金属層 19 として構成され、第一セラミック層 18 に

は、その中にチャンバー22 の少なくとも一部を形成している少なくとも一つの

穿孔が形成されている第二セラミック層 18A がつながれており、穿孔の壁が、
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チャンバー22 の内壁の一部を形成しており、第二セラミック層 18A に、第三

の金属層 19 がつながれて」いる点。 

 

（３）判断 

ア 相違点１について 

（ア）引用文献１（摘示（１ａ））には、「医療用の、特に歯科医療用の器具

用の照明手段は、・・・既知である。・・・このような照明手段の構造は、実

績があり、カプセル化された内部空間に取り入れられた光学的半導体エレメン

トは、例えば、滅菌器内での器具の洗浄など腐食性の高い環境条件や汚れから

保護されている。」（段落【０００２】）及び「少なくとも一つの半導体エレ

メント、照明手段のボディ内の、特に好ましくは、密封状態のチャンバー内に

配置されることが好ましい。尚、該チャンバーは、粒子、及び/或いは、水蒸気、

及び/或いは、流体が該チャンバー内へ滲入しないように密封状態であることが

好ましい。特に、該チャンバーは、それが、幾度にもわたって洗浄工程、或い

は、滅菌行程に耐え、即ち、該行程において使用される、例えば、洗剤や水蒸

気などのメディアが該チャンバー内に滲入しないように密封状態とされること

が好ましい。」（段落【００６０】）と記載されているように、引用発明の

「歯科医療用の器具 1 における照明手段 3」は、滅菌器内での器具の洗浄など

腐食性の高い環境条件や汚れから保護される必要があり、さらに、滅菌行程に

耐え得るように構成すべきことが明らかである。 

（イ）また、引用文献２（摘示（２ｂ））には、口腔および歯科用途に用いら

れる照明デバイスに関する技術について開示され（段落【０００２】）、具体

的には「そのような歯科用ライトに関連する別の問題は、それらの滅菌であ

る。・・・歯科用ライトの先端は、一般に、患者の口または口のどこかの部分

に近接され、または実際に接触される。・・・したがって、患者間の細菌また

は感染の伝播を防止するために、歯科用器具は、しばしば、非常に高い温度で

オートクレーブ処理されることなどによって、滅菌される。」（段落【０００

５】）と記載されているように、歯科用途に用いられる照明デバイスの滅菌技

術として、オートクレーブ処理することは、かかる技術分野の技術常識という

ことができる。 

（ウ）してみると、滅菌行程に耐え得るように構成すべき引用発明の「歯科医

療用の器具 1 における照明手段 3」において、かかる技術分野の滅菌技術とし

て技術常識ともいえるオートクレーブ処理することは、当然に想定されるもの

というべきであるから、引用発明の「照明手段 3」をオートクレーブ可能なも

のとして構成することは、当業者にとって格別困難なことではない。 

 したがって、上記相違点１に係る本願補正発明の構成は、引用発明及び上記

技術常識に基いて当業者が容易になし得たものといえる。 

 

イ 相違点２について 

（ア）上記アで述べたとおり、滅菌行程に耐え得るように構成すべき引用発明

の「歯科医療用の器具 1 における照明手段 3」において、オートクレーブ処理

することは当然に想定されるものというべきであるところ、引用文献２には、
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オートクレーブ処理に関する技術として、光デバイス 10 が、ハウジング 12、

および、ハウジング 12 に取り外し可能に結合される先端構造体 14 を含み、先

端構造体 14 がオートクレーブ処理されること（段落【００１１】）、先端構

造体 14 は、本体 36 を含み、本体 36 はオートクレーブ処理可能な材料から作

られること（段落【００１４】）、及びオートクレーブ処理可能な本体 36 は、

ステンレス鋼などの適切な材料から作られること（段落【００１５】）、が記

載されているように、オートクレーブ処理可能な金属として、ステンレス鋼が

適することも、当業者が技術常識として認識しているものといえるから、引用

発明の「歯科医療用の器具 1 における照明手段 3」において、「第三の金属層

19」の金属素材としてステンレス鋼を採用する動機付けは十分存在する。 

（イ）また、引用文献３（摘示（３ａ））には、発光素子や受光素子のような

半導体素子を搭載する支持体およびそれを利用した、耐熱性、放熱性および信

頼性に優れる半導体装置に関し（段落【０００１】）、セラミックスを材料と

する絶縁性基板同士あるいは導電性の板材との接合材として、Ａｕ－Ｓｎの共

晶半田を用いること（段落【００５６】）、及び、半導体素子あるいは半導体

素子がフリップチップ実装されたサブマウントがＡｕ－Ｓｎの共晶半田により

接着されること（段落【００５７】）が記載され、引用文献４（摘示（４ａ））

には、挿入部の先端部に光学系を備える内視鏡に関し（段落【０００１】、

【００２４】、【００３１】、【００３２】）、先端部カバー３２を構成する

に際し、オートクレーブ耐性に優れた素材を採用すること（段落【００３

９】）、及び、カバーレンズ２５、先端部本体３１及び先端部カバー３２の接

続構造について、カバーレンズ２５は、枠部材５１を介して先端部カバー３２

に取り付けられるものであって、カバーレンズ２５と枠部材５１とは、金錫半

田を用いて、水密かつ気密となるように接合されていること（段落【００４

２】、【００４３】、【００４６】）が記載されているように、耐熱性やオー

トクレーブ耐性が求められる構造体を構成する上での接合技術として、金錫は

んだを用いることは、技術分野を問わず周知技術といえ、さらに、引用文献４

（段落【００４６】）にも記載されているとおり、金錫はんだのような鉛を使

用していない半田を用いることは、環境等に配慮した構成となっていることか

ら、そのような半田を採用することの動機付けも十分存在する。 

 してみると、オートクレーブ処理することが想定される引用発明の「歯科医

療用の器具 1 における照明手段 3」において、「第三の金属層 19」の金属素材

としてステンレス鋼を採用するとともに、「層 18,19」を「ハンダ付けにより、

互いに固くつながれ」たものとして構成するに際し、「第一セラミック層 18」、

「第二セラミック層 18A」及び「第三の金属層 19」を金錫はんだではんだ付け

されたものとして構成すること、すなわち、上記相違点２に係る本願補正発明

の構成とすることは、引用発明、技術常識、及び周知技術に基いて当業者が容

易になし得たものといえる。 

 

ウ そして、本願補正発明の作用効果も、引用発明、技術常識、及び周知技術

から当業者が予測し得る範囲のものであって、格別なものとはいえない。 
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エ 請求人の主張について 

 請求人は、令和２年１０月３０日付けの審判請求書（「４．」の項）で、

「また、本願発明では、今般の補正にて明らかにしたように、ＬＥＤ灯はオー

トクレーブ可能であり、金属キャップは、ステンレス鋼から形成されています。

引例１〜４には当該特徴事項が記載も示唆もされていません。以上よ

り、・・・請求項４・・・は、各引例に対して進歩性を有するものであると思

料します。」と主張する。 

 しかし、上記アで述べたとおり、滅菌行程に耐え得るように構成すべき引用

発明の「歯科医療用の器具 1 における照明手段 3」において、かかる技術分野

における滅菌技術として技術常識ともいうべきオートクレーブ処理することは

当然に想定されるものというべきであるし、上記イで述べたとおり、オートク

レーブ処理可能な金属として、ステンレス鋼が適することも、当業者が技術常

識として認識しているものといえるから、請求人の上記主張は採用できない。 

 

（４）まとめ 

 以上のとおり、本願補正発明は、引用発明、技術常識、及び周知技術に基い

て当業者が容易になし得たものであるから、特許出願の際独立して特許を受け

ることができるものではない。 

 したがって、本件補正は、特許法第１７条の２第６項において準用する同法

第１２６条第７項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み

替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。 

 

第３ 本願発明について 

１ 本願発明 

 本件補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項４に係る発明は、令

和２年４月７日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項４に

記載された事項により特定されるとおりのものと認められるところ、本願の請

求項４に係る発明（以下「本願発明」という。）は、上記「第２ １（１）補

正前の請求項４」に記載されたとおりのものである。 

 

２ 原査定の拒絶の理由 

 原査定の拒絶の理由は、次の理由を含むものである。 

 本願の請求項４に係る発明は、引用文献Ａに記載された発明及び周知技術

（引用文献Ｂ）に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における

通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許

法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。 

 なお、上記引用文献Ａは、上記「第２ ２ ２－２ （１）」に示す引用文献

１であり、引用文献Ｂは、同引用文献３である。 

 

３ 当審の判断 

 本願発明は、上記「第２ １（１）補正前の請求項４」に示すとおりのもの

であり、実質的には、上記「第２ １（２）補正後の請求項４」に示す本願補
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正発明の発明を特定するために必要な事項である下線に示す「オートクレーブ

可能な」及び「前記金属キャップは、ステンレス鋼から形成されている」との

事項（以下「事項Ａ」という。）を削除したものである。 

 そうすると、本願発明の発明特定事項を全て含み、さらに他の事項を付加し

たものに相当する本願補正発明が、上記「第２ ２ ２－２（３）（４）」で述

べたとおり、当業者が容易になし得たものであるから、本願発明も同様の理由

により（ただし、上記事項Ａに係る判断は除く）、当業者が容易に発明をする

ことができたものといえる。 

 

第４ むすび 

 以上のとおり、本願発明は、引用発明及び上記周知技術に基いて当業者が容

易になし得たものであって、特許法第２９条第２項の規定により特許を受ける

ことができない。 

 したがって、その余の請求項について検討するまでもなく、本願は拒絶すべ

きものである。 

 よって、結論のとおり審決する。 

 

 

  令和３年５月２７日 

 

審判長 特許庁審判官 一ノ瀬 覚 

特許庁審判官 氏原 康宏 

特許庁審判官 藤井 昇 

 

（行政事件訴訟法第４６条に基づく教示） 

 この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から３０日（附

加期間がある場合は、その日数を附加します。）以内に、特許庁長官を被告と

して、提起することができます。 

 

審判長 一ノ瀬 覚 

 出訴期間として在外者に対し９０日を附加する。 

 

〔審決分類〕Ｐ１８ ．１２１－Ｚ （Ｆ２１Ｓ） 

５７５ 

 

審判長 特許庁審判官 一ノ瀬 覚 9137 

特許庁審判官 藤井 昇 8817 

特許庁審判官 氏原 康宏 8819 

 


